
「廃棄物のイメージについて」

廃棄物は、廃棄物処理法上、産業廃

棄物と一般廃棄物に分類されます。大まか

に言えば、産業廃棄物は事業活動に伴っ

て発生する廃棄物であり、一般廃棄物は

一般家庭から発生する廃棄物です。ただし、

事業活動に伴って生じる廃棄物の全てが

産業廃棄物となるわけではなく、一般廃棄

物となるものもあります。

産業廃棄物と聞くと、何となく一般廃棄

物より危険なゴミというイメージを持つ方も

いるのではないでしょうか？一般廃棄物の中

でも、爆発性、毒性、感染性があり、人

の健康や生活環境に被害を生じさせる危

険性のあるものは、特別管理一般廃棄物

として分類されています。産業廃棄物の中

にも、もちろん危険性のあるものは存在しま

す。つまり、一般廃棄物であれ産業廃棄

物であれ、住民や事業者がしっかりと分別

してごみを出すことが大切になります。佐川

町で家庭から排出されている燃えるごみは、

高吾北清掃センターで焼却され、焼却灰

の多くは最終処分として埋め立てられます。

焼却灰の中には、金属類などの燃えないゴ

ミが含まれている場合もあります。リサイク

ルできるゴミは分別してリサイクルに回し、

できるだけ燃やすごみを減らしていくことが、

これからとても大切になると考えています。

これから、みんなで「焼却ゴミ０（ゼロ）」

に向けて、一緒に考えていきませんか！
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